
川崎市は、令和6（2024）年7月1日に市制100周年を迎えました。
大正13（1924）年に人口約5万人からスタートした本市は、昭和48
（1973）年に100万人を超え、令和6（2024）年に、人口155万人
を擁する大都市へと成長し、多くの先端産業が集積するとともに、文
化芸術やスポーツなど多彩な魅力を持つ都市として、今なお成長を続
けています。その発展の礎となっているのは、新しい人々や文化を温
かく受け入れ、変化に寛容な風土によって育まれてきた「多様性」です。
101年目のこれからも、多様性を認め合い、つながり合うことで、新
しい魅力や価値を生み出すことができるまちであり続けたいと思って
います。
人口が増加し、都市の成長が続く一方で、自然動態はすでに減少に
転じており、超高齢社会の到来、生産年齢人口のピークも迫っており
ます。このような中、市民サービスの質を維持していくためには、柔
軟な発想のもと、将来を見据えた新しい挑戦を続けていくことが必要
です。これらの課題解決に向けて、統計情報を用いて状況を把握する
ことは、今後ますます重要な手法のひとつとなっています。
この「統計データブック」は、「川崎市統計書（令和6年版）」及び「大
都市比較統計年表（令和5年）」などから、市民生活に関わりが深い統
計情報を引用して体系的に整理し、グラフや解説を加えて分かりやす
く編集しています。
本冊子を通して、多くの皆様に本市の現況について理解を深めてい
ただければ幸いです。

令和7（2025）年11月
川崎市長

発刊に当たって
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利用上の注意
端数処理の関係上、各数値の総数と内訳の合計が一致しない場合があります。

　統計表中の符号の用法は次のとおりです。
	 「0」、「0.0」……… 単位未満
	 「―」……… 皆無又は定義上該当数字がないもの
	 「▲」……… マイナス又は比較減を表す
	 「Ｘ」……… 該当数字はあるが発表を差し控えたもの
	 「…」……… 数字が得られないもの	 	
	
　統計表は、東京都については、原則として区の存する区域を「東京都区部」と
表示して掲載し、資料の制約等により東京都の全域を示す場合は、「東京都」と表
示して掲載しています。また、川崎市の特徴を表す上で、本文中において、川崎
市を含む20の政令指定都市と東京都区部を合わせて「21大都市」と表示して掲
載しています。


